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広報はこね　2017.November

　
平
成
30
年

�
箱
根
町
成
人
式　

　
20
歳
を
迎
え
ら
れ
た
皆
さ
ん
の
新

し
い
門
出
を
お
祝
い
し
て
、
成
人
式

を
開
催
し
ま
す
。

　
来
年
の
成
人
式
で
は
、
先
に
募
集

し
た
成
人
式
実
行
委
員
の
皆
さ
ん
に

よ
っ
て
、
式
典
終
了
後
に
予
定
し
て

い
る
交
流
会
の
企
画
が
現
在
検
討
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
就
学
や
就
職
で
、
町
外
に
お
住
ま

い
の
方
に
も
声
を
か
け
て
い
た
だ
き
、

多
く
の
仲
間
と
の
再
会
の
き
っ
か
け

や
、
将
来
の
夢
な
ど
を
語
り
合
う
、

思
い
出
に
残
る
楽
し
い
ひ
と
と
き
を

過
ご
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

日　
時　
平
成
30
年
１
月
８
日
㈪
11

時
～
13
時
頃

（
※
飲
食
の
提
供
は
あ
り
ま
せ
ん
）

場　
所　
箱
根
ホ
テ
ル
小
涌
園

　
　
　
　
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
パ
レ
ス

対　
象　
平
成
９
年
４
月
２
日
～
平

成
10
年
４
月
１
日
ま
で
の
間
に
生
ま

れ
、
町
内
に
在
住
し
て
い
る
方

※
実
家
な
ど
が
町
内
に
あ
り
、
就
学

や
就
職
で
町
外
に
在
住
し
て
い
る
方

も
出
席
で
き
ま
す
の
で
、
希
望
の
方

は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

内　
容　
式
典
（
新
成
人
代
表
の
こ

と
ば
な
ど
）、
記
念
写
真
撮
影
、
交

流
会

そ
の
他　
成
人
式
当
日
に
は
、
案
内

状
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。（
案
内

神
奈
川
県
中
小
企
業
制
度

�

融
資
の
ご
案
内

　
県
で
は
、
県
内
の
中
小
企
業
者
の

皆
さ
ま
の
事
業
に
必
要
な
資
金
の
借

入
れ
を
支
援
す
る
「
中
小
企
業
制
度

融
資
」
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
神
奈
川
県
信
用
保
証
協
会
が
公
的

な
保
証
人
と
な
り
、
銀
行
や
信
用
金

庫
な
ど
の
金
融
機
関
が
低
利
な
融
資

を
行
う
の
が
特
徴
で
す
。

　
様
々
な
メ
ニ
ュ
ー
が
あ
り
ま
す
の

で
、
そ
の
一
部
を
紹
介
し
ま
す
。

○
急
ぎ
の
資
金
調
達
に

小
規
模
ク
イ
ッ
ク
融
資

対　
象　
従
業
員
数
30
人
（
卸
売
業
・

小
売
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
の
場
合
は
10

人
）
以
下
の
中
小
企
業
者

資
金
使
途　
運
転
資
金

限
度
額　
２
，
５
０
０
万
円

期
間
・
利
率

・�

１
年
以
内　
金
融
機
関
所
定
（
固

定
金
利
）

・�

１
年
超
７
年
以
内　
年
２
・
１
％

以
内
（
固
定
金
利
）
又
は
金
融
機

関
所
定
（
変
動
金
利
）

○
売
り
上
げ
や
利
益
の
減
少
で
お
困

り
の
方
に

経
営
支
援
特
別
融
資

〈
一
般
枠
〉

対　
象　
最
近
３
か
月
間
ま
た
は
６

か
月
間
の
売
上
高
ま
た
は
売
上
総
利

益
額
（
粗
利
益
）
の
合
計
が
、
直
近

３
年
の
い
ず
れ
か
の
年
の
同
期
と
比

状
は
、
対
象
と
な
る
方
へ
、
12
月
上

旬
に
発
送
し
ま
す
）

照
会
先　
教
育
委
員
会
生
涯
学
習
課

�

☎
８
５
―
７
６
０
１

第
５
回
行
財
政
運
営
を

考
え
る
町
民
会
議

　
町
の
行
財
政
運
営
に
つ
い
て
町
民

や
事
業
者
の
み
な
さ
ん
の
意
見
を
聞

く
た
め
の
、
会
議
を
開
催
し
ま
す
。

会
議
は
公
開
で
行
い
ま
す
の
で
、
ぜ

ひ
傍
聴
に
来
て
く
だ
さ
い
。

日　
時　
11
月
17
日
㈮
10
時
～
12
時

場　
所　
役
場
本
庁
舎
４
階
第
１
～

３
会
議
室

議
題
（
予
定
）　
提
言
書
の
提
出
に

つ
い
て

傍
聴
方
法　
傍
聴
希
望
者
は
、
９
時

45
分
か
ら
開
催
時
間
ま
で
に
直
接
会

場
へ
来
て
く
だ
さ
い
。

照
会
先　
企
画
課
☎
８
５
―
９
５
６
０

は
つ
ら
つ
町
民
健
康
教
室

�

「
疾
病
予
防
セ
ミ
ナ
ー
」

　
毎
年
、
町
内
に
は
な
い
診
療
科
目

の
先
生
を
招
き
病
気
な
ど
の
お
話
を

し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
が
、
今
年

は
耳
鼻
科
疾
患
を
テ
ー
マ
に
講
演
会

を
開
催
し
ま
す
。

　
中
耳
炎
や
め
ま
い
な
ど
、
小
さ
い

お
子
さ
ん
か
ら
高
齢
者
の
方
ま
で
幅

広
い
年
代
の
方
に
と
っ
て
身
近
な
病

気
に
つ
い
て
お
話
し
し
て
い
た
だ
き

ま
す
。

較
し
て
減
少
し
て
い
る
中
小
企
業
者

な
ど

資
金
使
途　
運
転
資
金
・
設
備
資
金

限
度
額　
８
，
０
０
０
万
円

期　
間　
１
年
超
10
年
以
内

利
率
（
固
定
）　
年
２
・
０
％
以
内

〈
為
替
変
動
等
経
済
環
境
変
動
対
応

緊
急
支
援
融
資
〉

対　
象　
為
替
等
の
経
済
環
境
の
変

動
に
よ
る
影
響
な
ど
に
よ
り
、
最
近

３
か
月
間
ま
た
は
６
か
月
間
の
売
上

高
ま
た
は
売
上
総
利
益
額
（
粗
利
益
）

の
合
計
が
、
前
年
同
期
比
で
５
％
以

上
減
少
し
て
い
る
中
小
企
業
者
な
ど

限
度
額　
８
，
０
０
０
万
円

期
間
・
利
率
（
固
定
）

・�

１
年
超
２
年
以
内　
年
１
・
３
％

以
内

・�

２
年
超
５
年
以
内　
年
１
・
５
％

以
内

・�

５
年
超
10
年
以
内　
年
１
・
８
％

以
内

　
い
ず
れ
も
神
奈
川
県
信
用
保
証
協

会
信
用
保
証
（
別
途
保
証
料
）
が
必

要
で
す
が
、
町
か
ら
保
証
料
の
補
助

が
受
け
ら
れ
ま
す
。
詳
し
く
は
、
問

い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

照
会
先

神
奈
川
県
金
融
課

（
制
度
の
内
容
）

�

☎
０
４
５
―
２
１
０
―
５
６
７
７

（
借
入
の
ご
相
談
）

�

☎
０
４
５
―
２
１
０
―
５
６
９
５

観
光
課
☎
８
５
―
７
４
１
０

教
育
委
員
会
委
員
の
任
命

教
育
委
員
長
・
職
務
代
理
者

�

の
選
任

　
町
議
会
の
同
意
を
得
て
、
上
野
里

佳
さ
ん
（
湯
本
）
が
教
育
委
員
に
任

命
さ
れ
ま
し
た
。
上
野
さ
ん
は
再
任

で
、
10
月
17
日
か
ら
任
期
４
年
と
な

り
ま
す
。

　
ま
た
、
教
育
委
員
会
会
議
で
、
教

育
委
員
長
に
勝
俣
正
志
さ
ん
（
仙
石

原
）、
委
員
長
職
務
代
理
者
に
唐
澤

久
雄
さ
ん
（
宮
城
野
）
が
選
任
さ
れ

ま
し
た
。
い
ず
れ
も
任
期
は
10
月
17

日
～
平
成
30
年
９
月
30
日
で
す
。

照
会
先　
教
育
委
員
会
学
校
教
育
課

�

☎
８
５
―
７
６
０
０

日　
時　
12
月
6
日
㈬
14
時
～
15
時

30
分

場　
所　
さ
く
ら
館　
会
議
室

テ
ー
マ　
「
耳
鼻
科
疾
患
講
演
会
」

講　
師　
小
田
原
市
立
病
院　
藤
居

　
直
和　
先
生

持
ち
物　
筆
記
用
具

申
込
方
法　
電
話
ま
た
は
直
接
申
し

込
ん
で
く
だ
さ
い
。

※
託
児
有　
先
着
６
名

申
込
・
照
会
先

　
さ
く
ら
館　
☎
８
５
―
０
８
０
０

県
と
市
町
村
に
よ
る

不
動
産
共
同
公
売
を
実
施
！

　
滞
納
と
な
っ
て
い
る
税
金
を
整
理

す
る
た
め
、
県
税
事
務
所
と
県
内
の

市
町
村
が
共
同
で
不
動
産
を
公
売
し

ま
す
。
差
押
中
の
物
件
を
入
札
で
売

却
す
る
予
定
で
す
。
入
札
に
は
、
一

般
の
方
も
参
加
で
き
ま
す
。

　
詳
細
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲

載
し
て
い
ま
す
。

日　
時　
11
月
21
日
㈫
13
時
～
13
時

30
分

場　
所　
藤
沢
合
同
庁
舎
５
階
大
会

議
室
（
藤
沢
市
鵠
沼
石
上
２
―
７
―

１
）

【
公
売
物
件
①
】

所　
在　
仙
石
原
字
菅
ノ
沢
８
０
９

番
１
の
土
地
・
建
物

見
積
価
格　
１
，
１
４
０
万
円

公
売
保
証
金　
１
２
０
万
円

【
公
売
物
件
②
】

所　
在　
強
羅
字
強
羅
１
３
０
０
番

６
０
１
の
区
分
所
有
建
物
（
ク
リ
オ

強
羅
壱
番
館
２
０
４
号
室
）

建
物
構
造　
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

コ
ン
ク
リ
ー
ト
屋
根
地
下
１
階
付
６

階
建　
居
宅

見
積
価
格　
１
０
１
万
円

公
売
保
証
金　
11
万
円

【
公
売
物
件
③
】

所　
在　
強
羅
字
強
羅
１
３
０
０
番

６
０
１
の
区
分
所
有
建
物
（
ク
リ
オ

強
羅
壱
番
館
２
０
５
号
室
）

建
物
構
造　
公
売
物
件
②
に
同
じ

見
積
価
格　
１
１
５
万
円

公
売
保
証
金　
15
万
円

照
会
先　
税
務
課
（
収
納
係
）

�

☎
８
５
―
９
５
７
３

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売

の
実
施
（
動
産
）

　
滞
納
者
か
ら
差
し
押
さ
え
を
し
た

動
産
を
、
滞
納
額
に
あ
て
る
た
め
、

次
の
と
お
り
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売

を
行
い
ま
す
。

申
込
方
法　
ヤ
フ
ー
の
オ
ー
ク
シ
ョ

ン
サ
イ
ト
の
画
面
に
て
必
要
事
項
を

記
入
し
て
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

参
加
申
込
期
間　
11
月
８
日
㈬
13
時

～
11
月
21
日
㈫
23
時

入
札
期
間　
11
月
28
日
㈫
13
時
～
11

月
30
日
㈭
23
時

開
札
日
時　
12
月
１
日
㈮
10
時

入
札
及
び
開
札
の
場
所　
税
務
課

（
ヤ
フ
ー
株
式
会
社
が
提
供
す
る
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
シ
ス
テ
ム
上
）

売
却
決
定
日
時　
12
月
１
日
㈮
10
時

売
却
決
定
の
場
所　
税
務
課

代
金
納
付
期
限　
12
月
８
日
㈮
14
時

30
分

公
売
財
産　
火
鉢
、
茶
碗
、
重
箱
、

タ
イ
ヤ
チ
ェ
ー
ン
な
ど

�

下
見
会�

日　
時　
11
月
８
日
㈬
10
時
～
15
時

場　
所　
住
民
ホ
ー
ル
（
本
庁
舎
）

※
見
積
価
額
、
公
売
保
証
金
等
、
詳

し
く
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
し

て
い
た
だ
く
か
、
照
会
先
ま
で
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

照
会
先　
税
務
課
（
収
納
係
）

�

☎
８
５
―
９
５
７
３

休
日
収
納
・
収
納
相
談

窓
口
を
開
設

日　
時　
11
月
26
日
㈰
８
時
30
分
～

17
時
15
分

場　
所　
役
場
本
庁
舎
２
階　
税
務
課

※
役
場
開
庁
日
の
業
務
時
間
内
に
お

い
て
も
、
相
談
窓
口
を
設
け
て
い
ま

す
、
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

納
付
で
き
る
税
目
な
ど

・�

町
税
（
町
県
民
税
、
固
定
資
産
税
、

軽
自
動
車
税
）

・
国
民
健
康
保
険
料

・
介
護
保
険
料

・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

照
会
先　
税
務
課
（
収
納
係
）

�

☎
８
５
―
９
５
７
３

　小田原税務署では、事業者の方を対象として、軽減税率制
度などに関する説明会を開催します。
　多くの事業者の方に関係のある制度ですので、ぜひ説明会
にお越しください。

日　程　12月 ６ 日㈬
　　　　①10時　②11時30分　③14時　④15時30分　⑤18時
　　　　の５枠から選んでください
場　所　役場分庁舎 4階・第 ６会議室
持　物　�領収書・通帳・帳簿・申告書控などを持参してくだ

さい
申　込　（公社）小田原青色申告会
� ☎04６5－24－2６13（担当・諏

す
訪
わ
間
ま
）

　　　　11月1６日㈭午前 ９時30分から電話受付（先着順）
主　催　公益社団法人小田原青色申告会箱根支部

お問い合わせは
小田原税務署　法人課税第 1部門
☎04６5－35－4511（代表）

※�お電話の際は、音声ガイ
ダンスに沿って『 2』を
選択してください。

開催日時 開催場所 定員

11月 8 日㈬

14：00
～

15：30

橘タウンセンターこゆるぎ
2階こゆるぎホール
小田原市羽根尾281－ 3

　９９名

11月13日㈪ 湯河原町商工会館� 3 階大会議室
足柄下郡湯河原町土肥 1－ ７－ 1 　６0名

11月1６日㈭ 足柄上商工会館� 2 階会議室
足柄上郡松田町松田惣領2083－ 2 　７0名

11月22日㈬ 真鶴町商工会館� 2 階研修室
足柄下郡真鶴町真鶴18７5－ ６ 　50名

11月2７日㈪ 南足柄市商工会館� 3 階大会議室
南足柄市関本９６1 　９0名

11月28日㈫
小田原箱根商工会議所会館
1階大ホール
小田原市城内 1－21

100名

11月2９日㈬ 山北町商工会館� 3 階第 3会議室
足柄上郡山北町山北188９－3６ 　50名

※�説明会場（南足柄市商工会館を除く）へのご来場の際は、
公共交通機関等を利用してください。

※�説明会終了後、簡単なアンケートを実施しますので、筆記
用具を持参してください。

＜商売や不動産貸付をされる皆様・
� これからはじめようと考えている皆様へ＞
申告前におさえておきたいこと、
どんな小さなことでも結構です・・・

やさしい、
 記帳や共済活用の
　個別説明会

消費税軽減税率制度説明会の案内

　消費税の軽減税率制度は、平成31年10月１日からの消
費税率の10％への引上げと同時に実施されます。軽減対
象品目の取扱いがある消費税の課税事業者の方だけでな
く、例えば、会議費や交際費として飲食料品等を購入さ
れる事業者の方や、消費税の免税事業者の方も、取扱商
品の適用税率の確認や適用税率ごとの区分経理など、制
度の実施に向けた準備が必要となります。

無料
予約制


